
/

令和2年2月市議会総務委員会資料

i

<目.次>

C

所管事項調査

第2期長崎市まち・・ひと

第2期長崎市まち'・ひと

2 長崎市国土強靭化地域計画について

長崎市国土強靭化地域計画(案)

しごと創生総合戦略について

しごと創生総合戦略(案)

C

ページ

匪冊刃

7

匝亟

企画

和

財政

2年2令

部
月



1 第2期長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略について

(1)人口の将来展望

令和元年10月1日現在の推計人口 411,421 人を基準とし、以下に示す平成28年3月に策

定した長期人ロビジョンの仮定値を置き、長崎市の将来人口を展望する。

合計特殊出生率については、令和12年に国の希望出生率1,80を、令和22年に市の希望

出生率である2.00 をめざすこととする。
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3)人口減少対策の基本姿勢

長崎市の人口減少の要因は、若い世代の転出超過とそれに伴う出生数の減少であり、長期

人ロビジョンの達成に向けて、第2期総合戦略では、「若い世代に選ぱれる魅力的なまち」
をめざすべき姿として掲げ、その実現に向けた4つの目標を設定する

この目標の設定にあたっては、「社会減・自然減の両面で人口の減り方をおさえる」、「人
口が減っても暮らしやすいまちにする」、「交流人口を増やす」という考え方を基本とする。

目標の1つ目は、社会減対策として「経済を強くし、新しいひとの流れをつくる」という

目標を掲げ、若者や子育て世代が長崎に定着することや新たに住むことにつなげるため、

力ある仕事づくりや、スタートアップなどのチャレンジの応援、学び、暮らし、楽しむ魅力
の向上や移住の促進などの施策を展開する。

2つ目は、自然減対策として「子どもをみんなで育てる子育てしやすいまちをつくる」
という目標を掲げ、結婚・妊娠・出産の希望をかなえるとともに、時間と場所の切れ目ない
子育て支援や教育環境を充実させる施策を展開する

3つ目は、人口が減っても暮らしやすいまちにするため、「『まちの升刻と『まちを支える
しくみ』をつくる」という目標を掲げ、地域を公共交通網や超高速インターネットなどの

ネツトワークでつなぎ、コンパクトで暮らしやすいまちづくりを進めるとともに、地域コ

ミュニティの活性化やまちづくりの当事者となる人材の育成を図り、地域の力を活かしたま
ちづくりを推進する。

そして、 4つ目として、今後大きく変わるまちを訪れてくる交流人口をまちとつなげて、

地域経済の活性化を確実に進めるため、「交流の産業化」という目標を掲げ、インバウンド

やM ICE、スホーツ、文化などを通じた多くの訪問客を迎えることで、昭和の観光都市か

ら21世紀の交流都市に進化し、「交流の産業化」の成果を高める。

【第2期長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略】
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めざすべき姿若い世代に巽ぱれる魅力的なまち

ー・基本目標1 経済を強くし、新しいひとの流れをっくる

ト'基本目標2 子どもをみんなで育てる子育てしやすぃまちをっくる

ゆ'基本目標3 「まちの形」と「まちを支えるしくみ」をっくる

■,特定目標 交流の産業化

また、特に第2期総合戦略においては、若い世代を意識した中で、「選ぱれるまちになる」
ことをテーマに掲げて実施する6つの重点プロジェクトを推進することで人口減少に歯止
めをかけることに確実につなげていく。



(4)体系

めざすべき姿

2)

基本目標1 経済を強くし、新レいひとの流れをつくる

(1)魅力畠る仕をつくる

若い世代に選ぱれる魅力的なまち

(2)新しい仕事へのチャレンジを応橿する

(3)学び、暮らし、楽しむ魅力

①地元企業の新畢業展開の推進と新産業の創出及ぴ育成

②企業立地の推進

③働きゃすい職塔環境づくりの推進

④地元企業の強化(企業の情報発信、採用活勵促進、マッチングの促進)

①創業・スタートアップの促進

②販路開拓の促進

③農林水産業を担う郵様な人材の育成

④林水産業の生産性向上

Φ学びの場の魅力向上と発信

②暮らす魅力の向上と発惜

③楽しみの創出と魅力の発

サポート内客・相談体制の充実

域外の人材と関係する機会の充実

嶋X若者プロジエクト」「住みよかプロジエクト」

(4)移住を促進する

(5)閏係人口を創出・拡大する

重点プロジエケト・・r新の靈を育てるプロジエクト」「

基本目標2 子どもをみんなで育てる子育てしやすいまちをつくる

める

U)結婚妊娠・出産の希望をかなえる

(2)子ての斑境を充実ずる

①結婚を希望する独身者の支提

②妊娠出産への支摂

①幼児期の教育・保育の充実

②子商ての負担軽滅

ア子脊てに関する情報の収集・発信の充実

イ子育てに関する相誠体制の充実

ウ子商てを通した仲問づくりの推進

工家庭の子育て力向上の支擢

オ地壊や店街、斑培ナどで育てを応摂ずる取組みの椎進

力子てを総合に支橿するための拠点の整備

キ経済的支撰の実施

③子どもの育ちへの支橿

7 子どもが遊び・学ぶ培の充実

イ子どもの安全対策の推進

④母と子の健康への支摂

ア妊娠・出産・脊児への切れ目ない支擾

イ子どもの催やかな成長への支掘

⑤児童虐待等の防止

⑥子育てと仕事の両立の支擾

アワーク・ライフ・バランスの推進

イ子脊てと仕事の両立のための基盤備

①児童生徒が「確かな学力」を身に付けるための教青理境の充実

②児童生徒が安全・安心に学べる教育環境の整備

基本目標3 「まちの形」と「まちを支えるしくみ」をつくる

値創造プロジェクト

①地域コミュニティの活性化(1)地域の力でまちづくり'める

②まちづくりの人材育成及び儘働の推進

③地域防災力の向上

①高次な都市機能を雑持・集積(2)コンパクトで写'しやすいまちをつくる

②将来に向げた公共施設等の見直L

①道路ネットワ^の充実(3)地域をネットワーウでつなぐ

公共交通の仕組みづくりと雜持

③報ネットワ^整備促進

④広域迎携の推進

Sooi0 5.0の実現に向けた術活用の促進

点プロジエウト・・「まちをつなげるプロジエクト」「公共諮設マネジメント推進プロジェクト」「市役所斬イヒプロジエクト」

3)交流を支える都市の基盤整備

(4)交流の産梨化'める制づくり

点プロジエクト・・「まちMICEプロジエクト」「まちぷらプロジエクト」

(3)学校における教育

①外国人般光客の誘致・受入の推進

② MICE誘致受入の推進

③交流のエリア拡大

①資源の磨き上げ

②サービスの向上と創出

①陸の玄関口の整備

②海の玄関口の整備

③中心市街地の活性化

①長崎市版DM0の機能充実

点プロジエクト・・「こども元気プロジエクト」

特定目標交流の産業化

を充実する

0)顧客創造プロジェケト



(5)基本目標及び特定目標

若い世代に選ばれる魅力的なまちめさすべき姿

1 経済を強くし、新しいひとの流れをくる

【基本的方向】

若い世代の転出超過に歯止めをかけるため、新たな産業の創出と育成や企業誘致、

創業・スタートアップの促進、地元企業の雇用の強化などに取組み、将来に向けた安

定的な雇用の確保,拡大の実現という視点から取組みを推進する。

また、特に若い世代に対し、長崎で学び、暮らし、楽しむ魅力を高め、情報発信を

強化することで、多様な人材の還流と確保に取り組むとともに、移住希望者一人ひと

りに対して、住まいなどの移住の受け皿に関するきめ細やかな支援を行うことで長崎

への移住を促進し、併せて、関係人口の創出・拡大を図る

特に「選ぱれるまちになる」ため、「新産業の種を育てるプロジェクト」として、産

学官金が連携しながら、新たな産業の創出を後押しすることにより、まちの経済の活

力維持と働く場としての魅力向上を図る。

さらに、「長崎X若者プロジェクト」として、若い世代が「楽しむことができる場」

と「チャレンジできる場」の創出や、「住みよかプロジェクト」として、住宅供給の観

点から政策を立案し、各種施策を実施することで住みやすさの改善につなげる

目標及び数値目標

◆法人市民税法人税割を課税された法人数

4,1 61社(元年度)⇔ 4,549社(6年度)

◆企業誘致に伴う新規雇用者数(累計)

2,358人(元年度)コ 3,8 1 0人(6年度)

◆移住者数

9 2人(30年度)⇔ 200人(6年度)

(1)魅力ある仕をつくる
新たな産業の創出・育成に係る取組みへの支援や地域の発晟に寄与する企業誘致を推進する二とで、働く場を確保するとともに、ワーケライ

フ・バランスの周知・啓発などによる働きゃすい職場環境づくりの推進と地元企業の情報発信の強化や学生とのマッチングなどによる雇用の強化
を図り、多様な人材の確保に取り組む。

①地元企業の新業展開の推進と新産業の創出及び育成

重点プロジエクト

休的施策

②企業立地の推進

③働きやすい場環境づくりの推進

・新産業の種を育てるプロジエクト

・長崎X若者プロジエクト

・住みょかプロジエクト

具体的施策及びKPI

④地元企業の強化
(企業の情報発、採用活勧促進、マッチンヴの促進)

(2)新しい仕事へのチャレンジを応援する

閥係機関と連携した」業・スタートアップの希望者や販路開拓に取り組む事業者への支援、
上を支援する。

①創業・スタートアップの促進

・新事業展聞や10T活用技術による生童性向上に取り組む企業を支擾した件数〔累計〕
6^

・「新産業の種」となり得る大学及び誘致企業等と地業との間での斬たな取り組みの数
【累計1

②販路閲拓の促進

5 6^

・企業立地件数(市外企業新設)!累計] 20件(30年度)= 38件(6年度)

・県内事業所における1人当たり月平均総実労田時問の対全国比
1042 30 1000% 6^

・県内事業所における1人当たり平均年旋宥給休段取褐率の対全国比
1000%886% 30 ^

・市内高校卒業老の市内就瞭車 48.フ%(30年座)

③農林水塵業を担う多撚孝人材の育成

崎地滅の大学の学生敗 14β35人紲持

・住みよかプロジエクトでの若者・子育て世帯への住宅投供の事業融(累計)
4件(4年度)0惨(元年度) ^

・新たに創出された楽しむことができる場の数(累粒) 0件(元年度)= 5件(6年度)

・情報誌から情報を栂ている市民の割合(10~20代)ー(元年度)= 5%(6年廣)

・市政情報の発に満足しτいる市昆の割合(10~20代)
682% 30 ーフ0.0% 6

(3)学ぴ、暮らし、楽しむ魅力をめる
若い世代に対して、魅力的な「学びの場」、「楽しむことができる場」、「チャレンジできる場」、「住まいを始めとした暮らしの場」を提供し、その魅

力を広く発信する。

①学ぴの場の魅力向上と発信

②暮らで勉力の向上と発信

④林水産業の生産性向上

56.1憶円(6年度)

590%(6年度)

30.0%(6年度)・市内大学卒業君の市内就職牢 24.0%(30年度)

市内企業への新卒採用状況粛査佳おけるUUターン就識者数
人6

(の支橿)にょる創業者数 245者(30年崖)= 276者(6年度)・創業サポー

・市のスタートアツプ支援を受けτ起業した者の数[累計] 0者(30年度)= 3者(6奪度)

・地域商社として取引された商隣成釣件敗 80件(30年度) 240件(6年座)^

・水塵物展示商談会における商談成約額
126.2730 609800 ^

・認定新規就農老数[累計】
53人23人 3 ^

・新規漁業就業者敷[累計] 21人(30年廣)= 31人(6年廣)

③楽しみの創出と魅力の発信

(4)移住を促進する

長崎市への移住を促進するため、長崎で暮らす魅力を発信し、移住希望者一人ひとりに対してきめ細やかな支援を行う。

①サポート内客・相談体制の充実 ・惨住相談件歓 400件(30年度)当 1.000件(6年度)

(5)関係人口を創出・拡大する
地域課題の解決や将来的な移住に向けた裾野を拡大するため、定住に至らないものの、継続的に多様な形で長崎を応援してくれる「関係人

ロ」の創出,拡大に取り組む。

林水産業における多様な人材の育成と生産性向

塵物販売額 543位円(直近4年平均)

・漁業生産量 48,264トン(億近3年平均)= 50.67フトン(6年)

^

・聞係人口の創出、または拡大につながる取組み件数
10 65 元 ^

・聞係人口の創出、または拡大につながる公式SNSフォロワ一数1延]
2 55811 215人先 ^

a減外の人材と閲係する会の充実

個
別
の
事
業
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めざすべき姿 若い世代に選はれる魅力的なまち

2 子どもをみんなで育てる子育てしすいまちをつくる

【基本的方向】

少子化に歯止めをかけるため、引き続き、結婚、妊娠・出産の希望がかなう環境の

実現をめざす。

このため、結婚の希望をかなえるための出会いの場の創出、安心して妊娠・出産・

育児ができる切れ目ない支援の提供に取り組む。

また、これまでの子ども・子育て支援に加え、地域や商店街など、まち全体で子ど

もや子育てを応援Lてもらえる環境の整備に取り組むとともに、児童生徒が「確かな

学力」を身につけることや安全・安心に学べる教育環境の整備を行い、子育て環境及

ぴ学校における教育環境の更なる充実を図ることにより、「子どもをみんなで育てる子

育てしやすいまち」をつくる。

特に「選ぱれるまちになる」ため、「こども元気プロジェクト」として、子どもたち

が遊びながら成長できる場所や、子どもの遊ぴ場と子育てに関する相談ができる場所

をつくることで、子育てしやすい環境の充実強化を図る。

目及び数値目標

子育てしやすいまちと思う割合

42.1%(元年度)コ 60.0%(6年度)

婚姻数(暦年)

1,872件(29年)コ 1,900件(6年)

出生数(暦年)

2,999人(30年)才 3,040人(6年

a)結婚・妊娠・出産の希望をかなえる

結婚や出産を望む市民の希望を実現するため、婚活交流会や企業問交流事業による独身者に対する出会いの機会の提供や結婚に対する
意識の醸成に取り組むとともに、保健師等による妊産婦への相談や保健指導等により、妊娠・出産への支援を行う。

・地域資通を活用した体験型娼活交流会によるマッチング数
17 30 -20 6

①結絹を希望する独身者の支提
.「wlzC聞(ウィズコン)ながさき」におけるマッチンヴ件数
5 ※4力 6^

・妊掬の髄康相談対応件数(延件敗)
2795 28~30 = 2795 6

重点ブロジエクト

②妊蝦・出産への支探

(2)子育ての環を充宴する
情報の収集・発信、相談体制の充実や子育ての負担軽減、子どもの育ちへの支援など、これまでの子ども子育て支援に加え、地域や商店街

など、まち全体で子どもや子育てを応援してもらうことで、長崎市がさらに「子育てしやすいまち」となることを実現するため、引き続き子育て環境の
充実に取り組む。

①幼児期の教育・保育の充寓
(教育・保育施設等の週正な量の確保、教育・保宵の質の向上)

②ーア子育ての担軽減(子育てに閲,る惰報の取諮・発信の充実)

②ーイ子育ての負担軽減(子育τに聞する相談体制の充実)

②ーウ子育ての負担軽減【子育τを通した仲問づくりの推進)

②一工子育τの担軽波家庭の子育τ力向上の支擾

^

異体的施策

こども元気プロジエクト

具体的施策及びKPI

②一"子育ての負担軽減地域や筒店街、場などで子育てを応授す
る取組みの推逆)

②一力子育τの担軽減子育τを総合的に支摂するための拠点の整

②ーキ子育ての負担軽減経済的支援の実施 68.0%(6年度)

③ーア子どもの育ちへの支挺子どもが遊σ・学ぶ場の充実)

③ーイ子どもの育ちへの支挺子どもの安全対策の推進)

④ーア母と子の健康への宣援妊娠・出産・育児への切れ目ない安按)

・保育所等待機児童敷(年度当初の数位) 0人(元年廣)= 0人(6年度)

・ホームページ「イーカ井」にアクセスした件数
224732 30 = 356000 6

・こども縮合相談における助言指導にょり改が兄られた割合
-930%927% 30

・子育τ支援センターの延利用者数 31444人(30年廣)-45445人(6年度)

.お遊び教室の参加者数巧β27人(30年度)当 15.327人(6年度)

・ファミリー・サ寸゛ート・センターの延利用日数 2.124日(30年度)当 2,536日(6年廣)

④ーイ母と子の健康への支橿子どもの健やかな成長への支拠

⑤児寅虐待等の防止

⑥ーア子育てと仕事の両立の宣塑(ワーク・ライフ・バランスの推進

・赤ちゃんの駅の認定施設数 44件(30年廣)= 110件(6年度)

・(仮称)こどもセンター基本構恕・基本計回の策定策定完了(3年度)

・子育てにお金がかかり経済的不安を感じる割合舶.1%(元年度)

1-ーーー

⑥ーイ子育τと仕事の両立の支橿(子育てと仕事の両立のための基盤
整備)

(3)学校における教育環境を充実する
児童生徒の確かな学びを支える教育環境をつくる

・放課篭児クラブ利用可能児童数 7.6船人(元年度)= 8.305人(6年度)

.放課後子ども教室を実施しτいる小学校区数
49ハ 6= 6フハ

・あぐりの丘の全天候型子ども遊戯施設の整備建設完了(4年度)

・子どもを守るネットワークパトロール実施回散
61000 661000 6~30 ^

・産後ケア事案利用者で育児不安が軽減レた産掬の割合
98.2 。 30 = 100.0 6

.4か月児健康診晝の受診率 98.4%(30年度)= 99.0%(6年度)

・1歳6か月児筵慶診晝の受診率 94.5%(30年度)= 992%(6年度)

.3歳児健康診立の受診牢 98.4%(30年度)=舶.4%(6年度)

①児童生徒が「確かな学力」を身に付けるための敦育環焼の充実

.夢や目樗を持っている小中学生の割合(3-(1)一②ーウより再掲)
フフ.20 30 = 8220 6

・小中学校で行う学校評価における「わかりゃ亨い授業を行っている。」の割合
906% 30 ⇔ 95'0 。 6

・小中学校で行う学校評価における「教育的鼻ーズへの対応」の割合
= 0 6858 30

・小中学校で行う学校評価における「学校は児童生徒の安全に気を配っている」の割合
9?5 30 = 9,0

②児童生徒が安全・安心に学べる教育環境の整備

82,0%(6年麼)・虐待の改菩牢 81.6%(26~30年度竿均) ^

.県内事業所における1人当たり月平均総実労田時冏の対全国比
100.1042 30 ^

・県内事業所における1人当たり平均年淡有給休暇取褐率の対全国比
100088.6 30 阜^

・保育所辱待児童敷(年度当知の数 X2-(2)一Φーアより再掲)
= 0人 60人元

.病児.病陵児保育の延受入可能人敷 12258人(30年度)当 14,000人(6年度)

・放謀後児童クラプ利用可能児宜撒(2-(2)一③ーアより再掲)
8305人 67693人元 ^
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めさすべき姿 若い世代に選ばれる魅力的なまち

3 「まちの形」と「まちを支えるしくみ」をつくる

【基本的方向】

人口が減少しても暮らしやすいまちを維持していくため、地域コミュニティの活性化

やまちづくりの人材育成及ぴ協働の推進等を図りながら、地域の力でまちづくりを進め

るまた、高次な都市機能を維持・集積し、地区ごとの人口規模に見合った公共施設等

の見直しを行い、コンパクトで暮らしやすいまちをつくるとともに、中心部と周辺部が

道路や公共交通・,清報などのネットワークでつながり、どこに住んでも暮らしやすいま

ちをめざす。

特に「選ぱれるまちになる」ため、「まちをつなげるプロジェクト」として、公共交

通ネットワークなど、中心部と周辺部をつなげる仕組みづくりに取り組むとともに、光

回線の整備を促進することで、中心部から周辺部へ情報ネットワークを拡充する

目及び数値目標

住みやすいと思う市民の割合

7 6.8%(30年度)⇔ 80.0%(6年度)

自分が住んでいる地域に愛着を持っている市民の割合

70.5%(元年度)⇔ 75.0%(6年度)

重点プロジエクト

(1)地域の力でまちづくりを進める
自治会をはじめとする地域の各種団体の活性化とその団体の連携を促進するとともに、活動の核となる拠点整備及び人材育成を推進する。ま

た、総合事務所、地域センター、本庁が連携をとりながら、住民が自分たちの地域に必要なことを自分たちで決めて実行する地域自治の支援を
行う。

まちをつなげるプロジエクト

具体的施策

地笈コミュニティの活性化

②まちづくりの人材育成及び儘個の推進

具体的施策及びKPI

③地域防災力の向上

(2)コンバクトで、らレやすいまちをつくる

今後、人口減少が進む中においても、高次な都市機能の維持・集積により中心市街地を活性化し、地区ごとの人口規模に見合った公共施設
等の規模の見直しや適正配置を行い、コンパクトで暮らしやすいまちをつくる。

・平日1日当たりの歩行者通行量(中心市街地16地点の合計)
141.200人(2年度)= 146,800人(6年度)

高決な都市機能を雄持・集預
・休日1日当たりの歩行者行凱中心市街地16地点の合計)
132'900人(2年度)= 138,200人(6年度)

・地区別計画の策定(完成)済地区数【累計】 1地区(元年度)= 17地区(6年度)

・掩助幹線道路の事業進捗率(事築費ベース) 56.0%(元年度)=釘.2%(6年度)

・公共交通徒歩圏人ロカバー率 79.3%(元年度)= 793%(6年度)

・光インターネットサービス未整偏地区 9地区(元年度)= 0地区(5年度)

'広域連携の推進による連携事業数 21件(元年度)= 26件(6年度)

・地域課闘の解決や地域経済の活性化につながる先進的技術や官民データの活用を促進する
取組み数

1件(元年度)= 6件(6年度)

・地域コミュニティ連絡位瑳会の設立地区數 8地区(30年度)⇔ 61地区(6年度)

・自治会加入率能、フ%(元年度)= 700%(6年度)

・夢や目標を持っτいる小中学生の割合刀.2%(30年度)= 822%(6年度)

・地域活動や市昆活動への参如意向割合 84.6%(30年度)= 87.1%(6年崖)

・協働事業の件数 487件(30年麼)= 540件(6年度)

・協働業を実施している所の割合 49,1%(30年度)= 54.1%(6年度)

・自主防災組織結成組織率 60.1%(30年廣)= 720%(6年度)

(3)地域をネットワーウでつなぐ
人口減少の中であっても中心部と周辺部が道路や公共交通・情報などのネットワークでつながり、ど区に住んでも暮らしやすいまちを目指す

②将来に向けた公共施設等の見直し

①道路ネツトワークの充実

②公共交通の仕組みづくりと繼持

③情報ネツトワークの整備促進

④広煉連携の推進

⑤SO0ιety5.0の実現に向けた技術活用の促進
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めさすべき姿 若い世代に選ばれる魅力的なまち

目標及び数値目標

特定目標交流の産業化

【基本的方向】

長崎市は、鎖国時代に唯一西洋に開かれた窓口として、特に人の交流によって栄え

た都市であり、歴史、伝統、文化、自然や景観等の他の都市にない豊かな地域資源が

ある。これまで長崎市では、この地域資源を開拓し、磨き、そして活かすまちづくり

を進めてきており、まちづくりの方向性がまさに地方創生の方向性と同じである。

これまでの取組みにおいても、平成30年の観光消費額が過去最高額となるなどの成

果を上げてきたところである。

引き続き、長崎市が誇る有形・無形の地域資源に磨きをかけ、情報を国内外に発信

して「人』の交流を生み出し、質の高いサービスを提供するための創業や既存事業の

拡充を図り、定住人口の減少に伴う消費縮小を補うことで、雇用創出と所得向上につ

なげていく。

その結果、市民が自らの個性や強みを活かせる新たなしごとを創出できる、選択で

きるまち長崎が実現することで地域資源が更に磨かれ、交流の拡充、ひいては定住の

促進が図られるという好循環の確立をめざし、国内観光オンリーの「昭和の観光都市」

から、インバウンドや脚CE、スポーツ、文化などを加えた多くの訪問客を迎える「21

世紀の観光都市」へ、民間の主体的な参画を促しながらレベルアップを図り、観光客

と消費額の拡大を加速していく。

特に「選ぱれるまちになる」ため、「まちM I C Eプロジェクト」として、 M I CE

開催を契機として、まちの中に人を呼び込み、滞在時間と消費の拡大につなげ、 M I

CE開催による効果をまち全体に波及させる

観光消費額(暦年)

1,496億円( 30年)

経済波及効果【県内】

2,292億円(30年)

(1)顧客創造プロジエクト

効果的・効率的な情報発信とプロモーションを行いながら、外国人観光客やビジネス客などに、長崎市を選んでもらうとともに、訪れていただく工
ノアの拡大を図る。

・包光客數[暦年] 705万人(30年)⇔ 812万人(6年)

・日帰り観光客数[暦年] 439万人(30年)= 499万人(6年)

・宿泊客数[暦年] 266万人(30年)才+AIC24313万人(6年)

①外国人観光客の誘致・受入の推進

②MICE誘致・受入の推進

重点プロジエクト

具休的施策

・稲佐山利用者數 523,569人(30年度)当 643β44人(6年度)

・世界遣産構成資産来訪者教(4資産) 1,617β97人(30年度)= 1.717'218人(6年度)

・段光滴足度[暦年] 54.5%(28年)= 58.5%(6年)

・飢光消費単価【暦年] 21216円(30年)= 22,765円(6年)

・長崎市内の食料品製造業における粗付加価値類
92億円(29年廣)= 92億円(6年度)

==>

③交流のエリア拡大

①崎市版DM0の機能充実

具体的施策及びKPI

(2)価値創造プロジエクト
長崎を訪れる訪問客の満足度の向上を図るため、資源の磨き上げを行うとともに、「ひと(人材)」を育成・確保しながら、上質な独自の「しごと

(サービス)」を提供する。

まちMICEプロジエクト

, 848億円(6年)

=コ 2 , 869億円(6年)

資遁の磨き上げ

・外国人延べ宥泊者数 306,019人泊(30年)= 353,000人泊(6年)

・クルーズ客乗客・乗務數 732.538人(元年)= 795'000人(6年)

・出島メツセ長崎利用者散 0(元年度)= 610ρ00人(6年)

・平日1日当たりの歩行者'行最(中心市街地16地点の合計)
141200人 2 146;800人 6^

・休臼1日当たりの歩行者通行量(中心市街地16地点の合計)
132900人 2 = 138200人 6

・グリーンツーリズム体験プログラムの参加者数
11908人 27~30 =コ 13258人 6

・世界遺産成資産来訪者数叫資産)(特一(2)一①より再掲)
= 1.717218人 6 )1 617697人 30

②サービスの向上と創出

(3)交流を支える都市の基盤整備
都市基盤の整備や都市の魅力向上により、交流人口の受入れ環境の強化を図る。

①陸の玄閲口の整備 ・異崎駅周辺土地区画整理事業の進捗率(累計】 23.0%(30年度)= 100%(5年度)

②海の玄閲口の整備 ・長崎港におけるクルーズの寄港回敷[暦制 183回(元年)コ 200回(6年)

・平日1日当たりの歩行者通行量(中心市街地16地点の合計)
コ 146800人 6141200人 2

③中心市街地の活性化
・休日1日当たりの歩行者通行量(中心市街地16地点の合計)
132.900人 2 = 138 00人 6

(4)交流の産業化を進める体制づくり
長崎市版DM0により国内外の観光誘客及びMICE誘致・受入の強化を図るとともに、観光振興策の新たな財源として、宿泊税の導入に向けた

検討を進め、長崎創生に向けた体制づくりを推進する。

ー
ー
」
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ι
1
t
1
ー
ー
ー
t
1
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

個
別
の
蛋



2 長崎市国土強靭化地域計画について

(1)国土強靭化とは

ア背景

'自然災害の頻発化、激甚化

、復旧、復興の繰り返し

大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する

施策を、まちづくり政策や産業政策を含めた総合的な取組として計画的に実施

し、強靭な国づくり・地域づくりを推進する必要がある。

ー^ 人命・、経済的、社会的損失

qン

【国】

平成25年12月
、

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する

国土強靱化基本法(以下「基本法」。,)」を制定

平成26年6月

「国土強靱化基本計画」を策定

qン・

【長崎県】

平成27年12月

「長崎県国土強靭化地域計画」を策定

7



(2)国土強靭化地域計画の策定の必要性

ア国土強靭化地域計画とは

地方.公共団体は、国土強靭化に関する施策の推進のだめ、国土強靭化に関して他の

計画等の指針となるべきものとして国土強靭化地域計画を策定することができる。

基本法第13条(国土強靱化地域計画)

都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な

計画(以下'「国土強靱化地域計画」という。)を、'国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に

係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。

イ地方公共団体の責務

地方公共団体は、大規模自然災害等か"らの住民の生命、身体及び財産の保護と、災

害等が住民生活や経済に及ぽす影響の最小化のため、国の基本計画及び県の地域計画

と調和を図りながら、地域の状況に応じた国土強靭化に資する施策を総合的かつ計画

的に策定し実施する必要がある。

基本法第2条.(基本理念)

国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地

方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)から得られた教訓

を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的

に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に資することに鑑み、明確な目標

の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規模自然災害等

の国民生活及ぴ国民経済に及ぽす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行う

こと等を通じて、当該施策を.適切に策定し、二れを国の計画に定めること等によ、り、行われ

なけれぱならない。

基本法第4条(地方公共団休の責務)

地方公共団体は、第2条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関し、国との適切な役割分

担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、

及び実施する責務を有する。
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ウ国土強靭化地域計画に基づく取組を進めるメリツト

(ア)被害の縮小

計画に基づく取組を通して地域が強靭化されれぱ、被害の大きさそれ慮体を

小さくできる。

(イ)施策(事業)のスムーズな進捗

地域計画を策定し、進捗管理を図ることで国土強靭化に係る施策がより効果的

かつスムーズに進捗することが期待できる。

また、地域計画に基づく取組に対して関係府省所管の交付金・補助金の優先

配分等による支援が行われ、取組を加速することができる。なお、令和3年度

以降の国土強靭化に関する交付金'、補助金にっいては、地域計画に基づき実施さ

れる取組であることを要件化することが検討されで・いることから、地域計画の

有無にょり、地域における防災等の財源確保に影響を受ける可能性がある。

地域計画を有する自治体への財政的優遇策
~Rオー定程度配慮

R2 重点化(重点配分・優先採択)

R3 要件化

9

(ウ)地域の持続的な成長

計画に基づく取組により地域が強靭化されることにより、住民や民間事業者の

地域に対する安全、.安心感の高まりが期待できるとともに、民間企業の投資を呼

ぴ込み地域の活性化につながり、,持続的な成長を促すことが期待できる。



(3)策定のながれ

専

門 STEP 1 目標の明確化・前提条件の設定

(1)基本目標の設定

(2)事前に備えるべき目標の設定

(3)計画期間の設定

(4)想定する大規模自然災害の設定

(5)りスクシナリオ(起きてはならない最悪の事態)の設定

STEP 2 現状の分析

(6)脆弱性の分析・評価、課題の検討

STEP 3 今後の対応策の整理

(フ)推進方針整理

STEP 4 リスクシナリオ優先順位付け・重点化

(8)りスクシナリオ優先順位付け・重点化

か

の

長崎市国土強靭化地域計画素案についてハブリックコメントを実施

(R 2 1月14日~ 2月13日)

長崎市国土強靭化地域計画素案作成

特

2月議会所管事項調査

令和2年3月長崎市国土強靭化地域計画完成

市
議
会
(
防
災

別
委
員
会

総
務
委
員
会
)

家
等

ら

意
見
聴
取



(4)長崎市国土強靭化地域計画の概要について

ア長崎市国土強靭化地域計画の趣旨

(ア)策定の趣旨と位置づけ

・基本法第13条に基づき策定するもの

・基本計画、長崎県国土強靭化地域計画及び長崎市総合計画との調和を図り、

本市のさまざまな分野の計画等の国土強靭化に関する指針となるものである。

(イ)計画年度

・概ね5年ごと見直す。ただし、今回の計画期間については、長崎市第五次総合

計画前期基本計画.の終期と合わせ、令和2年度から令和7年度までの6年間と

する。

・,災害の発生など状況の変化に応じて、随時見直す。

イ、長崎市の地域特性及び災害想定

本計画を策定するうぇで対象とする自然災害は、過去の被災事例から次の大規模

自然災害とする。

,(ア)大雨・豪雨

(イ)台風(強風・大雨・高潮・高波)

(ウ)地震・津波

(エ)渇水

、

匝凾ウ長崎市国土強靭化地域計画の構成

(ア)事前に備えるべき目標

・県地域計画では、国が設定している8つの項目に加え、「離島・半島の孤立地

域の発生を回避する」を追加している。本市においても離島・半島を有し同様

の状況が想定されるごとから、事前に備えるべき目標については県と同様に9

項目としナニ。

(イ)起きてはならない最悪の事態(りスクシナリオ)

'仮に起きれぱ致命的な影響が生じると考えられる「起きてはならない最悪の

事態(りスクシナリオ)」につし'、ては、国基本計画や県地域計画のりスクシナリ

オと調和を図る必要があるが、観光客や文化財、斜面地が多い本市の地域の特

性を加味して"項目とした。
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(ウ).推進方針

"「起きてはならない最悪の事態(りスクシナリオ)」を回避するために、現状で

何が不足ししこれから何をするべきかという視点から、必要な推進・方針を定め

た。

(エ)重点化

・限られた資源で効率的・効果的に強靭化を進めるためには、_施策の優先順位

付けを行い、優先順位.の高いものについて、重点化しながら進める必要がある。

・.重点化にあたっては、「起きてはならない最悪の事態」の中から特に回避すべ

き最悪の事態を、次の4つの視点と国及び県の計画との整合を考慮し、44のり

ス、クシナリオから 19項目を重点化すべきものと.して選定した。

【重点化にあたっての視点】

a 過去に経験した豪雨、台風、土砂災害等による被害の規模

b 離島・半島、斜面地等の地域特性

C 社会情勢、環境の変化(地域防災力の低下、インフラ老朽化、気候変動等)

d 緊急、性(人命保護に直結、・りスクの切迫性等)

工 長崎市地域計画の推進

・長崎市地域計画に係る施策を総合的、計画的に推進するため、その進捗管理をPDCA

(plan-DO-cheok-Action)サイクルにより行うこととし、"毎年度、チ駄票や各施策の

進捗状況を踏まえながら検証を行いイ必要に応じて計画の見直しを図ってぃくこと

とする。

・推進方針で示した本市の主な取組の進捗状況を把握するための指標を次のとお.リ

設定した.。なお、計画策定後においても、状況変化等に対応して、・適切な目標値の

見直しや新たな指標の設定を行う。

NO

72.3%(RI)

1 -3、 5-1、_5-5、 6-1、

6-4

住宅の耐震化率

2
多数の者が利用する建築物の

耐震化率

指標名

3
高規格・地域高規格道路の

供用延長

1-4

4 幹線道路(国県道)の供用延長

5 市街地等(市道)の無電柱化率地

6

基礎値

雨水管整備率

72%(H15)

70%(H18)

目標※1

0%(RI)

95%(R刀

95%(R7)

呪(RI)

J

0%(H3の

100%(R1の

リスケシナリオ

/

71,6 (H26)

1 -1、 2-9

100%(R1の

1 -3、

2-6、

1-1、 2-9

12

2-1、 2-3、 2-5、

5-1、 5-5、' 6-4、

9-1

10眺(R2)

1 -3、 2-1、 2-3、 2【5、

2-6、 5-1、 6-4、 9'1



7 居住誘導区域内の人口密度

8 車みち整備率

9 基幹管路の耐震化率

10

※1 目標年度がR1となっている指標は、現在次期の個別計画を策定中。個別計画の策定が完了次第、目標

値及び目標年度を修正予定。

※2 第7期無電柱化推進計画に掲載している7路線を対象としている【八千代町尾上町1号線(尾上町ヤ尾

上町)/尾上町八千代町1号線(尾上町~尾上町)/尾上町2号線(尾上町~尾上町)/籠町稲田町1号線(館

内町~稲田町)/八千代町尾上町1号線(八千代町~尾上町)/八千代町宝町1号線'(八千代町~宝町)/尾

上町1号線.(尾上町~上町)】

コンクリート管の管更生率

692人/ha(H28)

76.2%(RI)

(3,20om/4,20om)

37.眺(H2の

60人/h3(R17)

14.9%(H26)

10眺.(R5)

50%(RI)

354%(RI)

1 -5、 2】9

2-9

6-2

6-3
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ア事前に備えるべき目榎

直接死を最大限防ぐ

工重点化

イ起きてはならない最悪の事態(りスウシナリオ)

ウ推進方針

1-1 市街地での建物・交通施設等の観合的・大規槙倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生

1-1C)住宅・建築物の耐巽化

1-1→即公共施般等の酎震化

1-1@多数の者が利用する建築物の酎化

1-1@)交通施設、沿線・沿道建物の耐化

1-1→島路面電車リくスの安全確保のための施設整備

1-1イの公共施設等の漏永対笈

1-2 学校や社会福祉施設、級光施設などの不特定多数が集まる施設の倒壊・火災

1-2@防火対策の推進

1-2@土地区画襲理亭業の推進

1-3 広域にわたる大規摸津波等による多数の死者の発生

1、3心)避難場所等の確保、避難所の耐震化等

1-3②海岸堤防等の老朽化対策の推進

1-34)水門等の効果的な管理運用

1-3④津波避戟対策等の住民周知等

1-3伺高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備

1-3◆無電柱化等

1-3⑦漁港施設の静穏度確保及び海岸保全区域の越波対策

1-4 異常気象等による広域かつ期的な市街地等の浸水

1-4イD 河川改修等の治水対策の推進

1-4一の防災情報の提供

1-4◆内水対策に係る人材育成

1-5 土砂災害等による多織の死偏者の発生のみならず、その後長期にわたり国士の脆弱性が高まる事態

1-5@土砂災害対策の推進

1-5②治山事業の促進

1-5→③警戒避難体制の整備等、土砂災害蕃戒区域等の周知

長崎市国土強靭化地域計画の構成

ア事前に備えるべき目標

4

必要不可欠な情報通信
機能・情報サービスは
確保する

2

救助・救急、医療活動
等が迅速に行われると
ともに被災者等の健
康・避難生活環境を確
実に確保する

1-5@地域防災力の向上と人材宵成

1-5⑤立地適正化計画による安全・安心な場所への屠住誘導

1-6 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死悔者の発生

1-6@情報伝達手段の多様化等

イ起きてはならない悪の事態(りスクシナリオ)

ウ推進方針

2-2 避難所等の機能不全などにより被災者の生活が困難となる事態

2-2@避難所等の確保、避難所の耐化等

2-2→②_避難所生活での感染症の流行等やエコノミークラス症候群等の疾患への対策の推進

2-2H動電力供給遮断時の電力確保

2-2→④避難所運営改蕃

2-2⑤避難行鋤要支援者への支橿

2-2◆拠点避難所の整備

2-3 多数かつ期にわたる孤立集落等の同時髭生

2-3@孤立集落対策の推進

2-3イ即高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備

2-4 消防の被災等による敦助・敷急活動等の絶対的な不足

24C)消防の体制等強化

24@情報通機能の対災害性の強化

24@ DMATとの連携

25 敦助・救急、医療活勘のためのエネルギー供給の長期問の途絶

25イD 高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備

2-6 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支授ルートの途絶による医療機能の麻悼

2-6→⑩医療救霞活動の体制整備

2-6@ DMATとの連携

2-6-1③ EMI$の活用

2-6イ④災害対応マ昌ユアルなどの見直し

2-6→ヨ高規格幹組道路及ぴ地域高規格道路等の整備

2-7 被災地における疫病・感染症等の大規摸な発生

2-7C)感染症の発生・まん莚防止

2-フ@汚水処理施設の震化、下水道BCPの実効性向上
2-フ@選難所生活ての感染症の流行等やエコノミーウラス症候群等の疾患への対策の推進

国内外からの剱光客等が適物な情報を得ることができないことによる混乱、また、避難施設の不足及び2-8
水・食料等の供給不足

2-B◆一時滞在施設の確保、水・食料等の備

2-B②情報伝達システムの整備

災霄発生時における斜面市街地等での狭陸な道路や階段が多い二とによる避難困難や、消防.救急活2-9
助の阻害

29@住宅・建築物の耐化

29@道路の改良

29◆空き家対策

29イ④立地適正化計画による安全・安心な場所への居住誘導

3-1 市職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

31@公共施設等の耐化

31⑦電力供給遮断時の電力確保

31@ BCPの見直し等

314)長崎市WAN及び基幹系ネットワークの機器等の冗長化等

4-1 電力の供給停止等による惰報通信の麻痔や長期間の停止

4-1-i)情報通機器の対災害性の強化等

4-2 テレピ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態

4-2→3)情報伝達手段の多様化等

1-6→え道路情報提供装但の整備

1-6→@暴崎市職員の人確保・体制整傭

1-6@災害発生時の情報晃信

被災地での食料・欽料水等、生命に関わる物資供給の長期問の停止

2-1ぐ)水道施設の耐震化

2-1→之物資輸送ルートの確保

2-1→ヨ高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備

2-1一④備蓄物資の供給体制等の強化

2-1→ヨ医療用資機材・医藁品等の供給体制の整備

2-1◆医療用資機材・医薬品等の備蓄

2-1イカ応急給水体制の整備

2-1

別紙

3

必要不可欠な行政機能
は確保する



、

、

ア、事前に備えるべき目標

5
経済活動を機能不全に
陥らせない

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による鼓争力の低下

5-1乢D サプライチェーン確保のための道路等の防災、震災対策等の推進

5-1一②企業におけるBOP策定等の支援情報の周知等

イ起きてはならない最悪の事態ωスクシナリオ)

5-1→含高規格幹線道路及び地域高規格道路等の整備

5-1→④無電柱化等

5-1伺災害時.の物資輸送ルートの代暫性・冗長性の確保

5-2

5-1イ動中小企業に対する災害時の金融支援措置

社会経済活勤、サプライチェーンの雑持に必要なエネルギー供給の停止

5-3

5-2近)'燃襄供給ルート整備等

ウ推進方針

重要な産業施設の損壊、火災、爆発等

5-3@危険物施設の安全対策等の強化

5-4

5-3一即危険物施設等の災害に備えた消防力の強化

海上輸送の機能の停止による海外貿勗への甚大な影響

5-4→i)輸送ルートの確保

6

ライフライン、燃料供給
関連施設、交通ネット
ワーク等の被害を最小
限に留めるとともに、早
期に復旧させる

5-5

5-4→②漁港の老朽化対策

基幹的陛上海上交通ネットワークの棲能停止

5-5イD 緊急輸送機能の整備

5-5@都市交通系の整備

5-5@災害時等対応マニュアルの整備

5-6 食料等の安定供軸の停滞

5-6①備蓄物資の供給体制等の彊化

5-6イ即緊急物資の輸送体制の構築

ア事前に備えるべき目標

6-1

5-64)漁港の機能保全

、

電力供給ネットワーウ(発査電所、送配電設備)や石油・LPガスサプライチェーンの機能の停止

6-1イD 電力供給遮断時の電力確保

6-1一宮)再生可能エネルギー等の導入推進

6-1イの危険物施設の安全対策等の強化

6-1→④危険物施設等の災害に備えた消防力の強化

6、!2

6-1→⑤無電柱化等

上水道等の長期問にわたる供給停止

6-3

6-2近)水道施設の耐震化

7
制御不能な複合災害・
二次災害を発生させな
い

フ-3

、

汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及ぴ交通麻瘻

6-3イi)汚水処理施設の耐震化、下水道BCPの臭効性向上

フ-3@交通施設、沿線・沿道建物の耐震化

6-4

6-3イ即し尿処理施設の防災対策の強化

フ-4

7』3r②路面電車リ{スの安全確保のための施設整備

地域交通ネットワークが分断する事態

ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生

6-4@高規格幹線道路及ぴ地域高規格道路等の整備

フ-5

フ-4イD ダム等の補強対策等の促進

イ起きてはならない最悪の事態(りスクシナリオ)

6-5

6-4@無電柱化等

有害物質の大規摸拡散・流出による被害の拡大

8

社会・経済が迅速かつ
従前より強靭な姿で復
興できる条件を整備す
る

異常渇水等により用水の供給の途絶

7「5@危険物施設等の災害に備えた消防力の強化

6-5→1)水資源の有効利用等

フ-6

7T5→動有害物質の流出対笈等の推進

フ-1

6-5→命水資源関連施設等の整備

農地・森林等の荒廃による被害の拡大

市街地での大規模火災の発生

フ-6イD 農地浸食防止対策の推進

フ-1→⑩治火・救助活動能力の強化

ウ椎進方針

フ-6一即適胡な森林整備

フ-1@土地区回整理事業等の推進

7」6-(③治山専業の促進

フ-2

フ-1→③'都市公園事業の推進

畢

フーフ

フ-6@鳥獣被害防止対策の推進

海上・臨海部の広域複合災害の発生'

風評被害等による経済等への甚大な影響

フ-2イD 危険物施設の安全対策等の強化

8-1

フーフイD 情報発信経路

フ-2→②危険物施設等の災害に備えた消防力の強化

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興所大幅に遅れる稟態
B-1イD 災害廃棄物処理計回の適正な運用

15

8-1→即ストックヤード(仮置場)の確保

B-1一③災害廃棄物処理等に係る協力体制の実効性向上

8-2 道路啓開等の復旧・復興を担う人村等(専門家、ユーディネー?ー、労働者、地域に精通した技術者等)の不足によ
り復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-3

8ヤ2@道路啓開等の復旧・復興を担う人材等の確保・育成

地域ニミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大柘に遅れる事態
8-3→D コミュニティカ強化の支援

8-3@ボランティア支援

8-4

8-3@避難訓練

道路等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-4→D 復旧・復興休制整備

8-4イの地籍調査の推進

9

雛島・半島の孤立地域
の発生を回避する

、、

θ一5

8-44)幹線等の耐震化

広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-6

8-5→D 液状化現魚に係る市民への周知

住居の確保等の遅莚により被災者の生活再建が大幅に遅れる事態

8-6-11)拠点避難所の整備

8-フ

8-6→命関係機関との情報提供及び連携

災害等による貴重な文化財等の損壊,裏失等により,長崎らUさが失われる亭態

B-7④文化財の災害予防対策の推進

9-1

8-フ@被災文化財等への対応体制整備の推進

雌島・半島のインフラ損壊による孤立地域の発生

9-1→D 物資輸送ルートの確保

9-1→即高規格幹線道路及ぴ地域高規格道路等の整備

9-1イ動耐災害性の強化

9-1-@りダンダンシーの向上

9-1→動備甚物資の供給体制等の強化

9-1→今老朽化対策推進

9'1→力災害廃棄物処理託画の適正な運用


